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平成 24年 11月 15日	 議 会 だ よ り	 第 114号

月
日

会
議
内
容

９
月

５
日
㈬

・
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

・
会
期
の
決
定

・
議
案
の
上
程
説
明

・
陳
情
の
上
程
後
委
員
会
付
託

・
休
会
の
件

12
日
㈬
・
一
般
質
問

13
日
㈭
・
一
般
質
問

14
日
㈮
・
一
般
質
問

・
議
案
質
疑
後
委
員
会
付
託

・
休
会
の
件

20
日
㈭
・
議
案
等
の
総
括
審
議

次
回
の
定
例
会
は

11
月
28
日
㈬
か
ら

開
催
さ
れ
ま
す

平
成
24
年
第
３
回
定
例
会
日
程

保
と
市
の
債
権
管
理
の
適
正
化
を
図

る
た
め
、
債
権
管
理
に
係
る
事
務
処

理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
景
観
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
結
果
：
可
決
（
全
会
一
致
）

［
内
容
］
景
観
法
に
基
づ
く
茂
原
市

景
観
計
画
の
策
定
と
と
も
に
、
市
民
、

事
業
者
、
市
が
協
働
、
連
携
し
、
本

市
の
良
好
な
景
観
ま
ち
づ
く
り
に
取

り
組
む
た
め
、
新
た
に
制
定
す
る
も

の
で
す
。

◎
茂
原
市
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
結
果
：
可
決
（
全
会
一
致
）

［
内
容
］
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す
る

も
の
で
す
。

に
基
づ
き
、
中
村
洋
子
氏
を
再
度
委

員
に
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議

会
の
意
見
を
求
め
る
も
の
で
す
。

制
定
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

結
果
：
可
決
（
全
会
一
致
）

［
内
容
］
外
国
人
登
録
法
の
廃
止
に

伴
い
、
千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
規
約
の
改
正
に
つ
い
て
関
係

地
方
公
共
団
体
と
協
議
す
る
に
あ
た

り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で

す
。

◎
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
き

同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

結
果
：
同
意
（
賛
成
多
数
）

［
内
容
］
任
期
満
了
に
伴
い
、
地
方

教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
鎌
田
俊
郎
氏
を
再
任
す
る
た

め
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で

す
。

◎
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意

見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

結
果
：
適
任
（
賛
成
多
数
）

［
内
容
］
任
期
満
了
に
伴
い
、
人
権

擁
護
委
員
法
第
６
条
第
３
項
の
規
定

人　
事　
関　
係

そ　
　
の　
　
他

◎
茂
原
市
土
地
開
発
公
社
の
解
散
に

つ
い
て結

果
：
可
決
（
全
会
一
致
）

［
内
容
］
茂
原
市
土
地
開
発
公
社
を

解
散
す
る
た
め
、
公
有
地
の
拡
大
の

推
進
に
関
す
る
法
律
第
22
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
で
す
。

◎
地
方
財
政
法
第
33
条
の
５
の
７
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
方
債
に
係

る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て

結
果
：
可
決
（
全
会
一
致
）

［
内
容
］
茂
原
市
土
地
開
発
公
社
を

解
散
す
る
に
あ
た
り
、
第
三
セ
ク

タ
ー
等
改
革
推
進
債
の
許
可
申
請
に

つ
い
て
、
地
方
財
政
法
第
33
条
の
５

の
７
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
規
約
の

特
別
委
員
会
を
設
置

　

平
成
23
年
度
一
般
会
計

決
算
審
査
特
別
委
員
会

委
員
長　

初　

谷　

智
津
枝

副
委
員
長　

矢　

部　

義　

明

委

員　

飯　

尾　
　
　

暁

〃
　

前　

田　

正　

志

〃
　

中　

山　

和　

夫

〃
　

加
賀
田　

隆　

志

〃
　

勝　

山　

頴　

郷

〃
　

早　

野　

公
一
郎

公
職
選
挙
法
に
よ
る
禁
止
行
為
に
つ
い
て

　
市
内
各
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
由
緒
あ
る
祭
り
や
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
は
、
地
域
の
絆
を
深
め
る
よ
い
機
会

と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
市
議
会
議
員
も
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
が
、
議
員
は
公
職
選

挙
法
に
よ
り
選
挙
区
内
に
お
け
る
寄
附
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
年
賀
状
等
の
あ
い
さ
つ
状
も
同
様
に
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
様
に
は
ご
理
解
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 請

願
・
陳
情
の
審
査
結
果

●
不
採
択
と
な
っ
た
も
の

陳
情
第
５
号　
「
保
育
所
の
設
置
認

可
等
の
基
準
に
関
す
る
指
針
」
の
内

容
を
「
県
条
例
」
に
す
る
こ
と
を
求

め
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
陳
情

陳
情
第
６
号　

介
護
保
険
制
度
の
改

善
を
求
め
る
陳
情

陳
情
第
７
号　

社
会
保
障
と
し
て
の

国
民
健
康
保
険
制
度
を
守
り
、
改
善

を
求
め
る
陳
情

●
継
続
審
査
と
な
っ
た
も
の

◎
平
成
23
年
度
茂
原
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

認
定
案
の
審
査
結
果

【
会
期
】９
月
５
日
～
20
日（
16
日
間
）

議会からのお願い

◎
平
成
23
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

国
民
健
康
保
険
事
業
費
歳
入
歳
出

決
算
認
定
に
つ
い
て

◎
平
成
23
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

下
水
道
事
業
費
歳
入
歳
出
決
算
認
定

に
つ
い
て

◎
平
成
23
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

宅
地
開
発
事
業
費
歳
入
歳
出
決
算

認
定
に
つ
い
て

◎
平
成
23
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

農
業
集
落
排
水
事
業
費
歳
入
歳
出

決
算
認
定
に
つ
い
て

◎
平
成
23
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

駐
車
場
事
業
費
歳
入
歳
出
決
算
認
定

に
つ
い
て

◎
平
成
23
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

介
護
保
険
事
業
費
歳
入
歳
出
決
算

認
定
に
つ
い
て

◎
平
成
23
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

後
期
高
齢
者
医
療
事
業
費
歳
入
歳
出

決
算
認
定
に
つ
い
て


